
①資格要件の確認
申請者
確認欄

町
確認欄

・町税等に滞納が無いこと。

・取得した住宅の所有権を有する、または有する予定であること。

・取得した住宅に居住している、または居住する予定であること。

・既に助成金の交付を受けた者、または助成金の交付を受けた住宅でないこと。

・別荘等一時的に使用する住宅及び賃貸、販売等営利を目的とする住宅でないこと。

②定住促進基本助成金要件の確認

〈新築及び建売住宅の取得の場合〉（上限５０万円）
申請者
確認欄

町
確認欄

・住宅の新築又は建売住宅の購入である。

・住宅の新築であり、申請の日の属する年度の末日までに完成する物件であること。　

・建売住宅（新築後に居住実態のない住宅に限る。）の購入であり、申請の日の属する年度の

　末日までに引渡しを完了する物件であること。

・新築工事費又は建売住宅購入費が５００万円以上である。

〈中古住宅の取得の場合〉（上限３５万円）
申請者
確認欄

町
確認欄

・中古住宅の購入である。

・土地付きの中古住宅購入であり、申請の日の属する年度の末日までに引渡しを完了している。

　

・中古住宅購入費が１５０万円以上である。

・３親等以内の親族以外の者から購入している。

（裏面に続きます）

大石田町定住促進助成事業　チェックリスト（交付申請用）

申請者氏名(自署)

注３　このチェックリストは、申請時に添付書類と一緒に提出してください。

注１　①から③の内容については助成を受け取るための要件となりますので、内容について
　　　確認のうえ、交付申請時に要件を満たすことが誓約できる場合、『申請者確認欄』に
　　　チェックしてください。

注２　④の内容について各項目の内容を確認いただいた上で『申請者確認欄』にチェックして
　　　ください。



大石田町定住促進助成事業　チェックリスト（交付申請用）

③加算要件の確認 申請者
確認欄

町
確認欄

建築主加算（移住者支援・若者支援加算のいずれか）（上限３０万円）

・町外から転入して当該住宅に居住する。

・5年以内に町外から住所を移動した町内在住者である。

・交付申請時に５０歳未満の町内在住者である。

町内事業者加算（新築又は建売住宅購入のみ）（上限１０万円）

・町内の個人もしくは法人の建築業者と新築工事契約した、

　又は町内の個人もしくは法人の建築業者が建築した建売住宅を購入した。

子育て世帯加算（上限１０万円）

・交付申請時に高校生以下の子が同居する。

・母子健康手帳の交付を受けている出産予定の子がいる。

・婚姻後5年以内で、妻の年齢が43歳未満の夫婦のいる世帯である。

④交付申請時提出書類 申請者
確認欄

町
確認欄

大石田町定住促進助成金申込書（様式第１号）

・日付は記入しましたか。

・申請者の氏名、住所は記入しましたか。

・記入漏れはありませんか。

・記載事項に誤りはありませんか。(世帯状況、契約年月日、契約額等)

添付書類の確認

工事請負契約書又は売買契約書の写し

・契約当事者、契約金額が確認できますか。

・新築工事費又は建売住宅購入の場合、契約額が５００万円以上となっていますか。

・土地付き中古住宅の場合、住宅の取得金額が１５０万円以上となっていますか。

住宅の位置図及び平面図

・図面は全てありますか。

納税証明書

・申請者の納税証明書はありますか（前年度分）。

併用補助事業確認書

・申請者氏名は記入しましたか。

・併用している補助金にチェックは入れましたか。

④－1子育て世帯加算　出産予定の子がいる場合 申請者
確認欄

町
確認欄

母子健康手帳

・出産予定の子がいる場合、母子健康手帳等により確認できますか。

④－2子育て世帯加算　婚姻後5年以内の要件に該当する場合 申請者
確認欄

町
確認欄

戸籍謄本（全部事項証明書）

・戸籍謄本等により婚姻年月日を確認できますか。


